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第
一
節
〈
入
門
編
〉

『
尼
崎
市
史
』
に
み
る

尼
崎
の
古
代

な
ど
を
と
り
あ
げ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
章
は
弥
生
時
代
、
古
墳
時
代
の
尼
崎
を
次
の
よ
う
に
特

徴
付
け
て
い
ま
す
。

　

第
一
に
、
弥
生
前
期
の
人
び
と
の
生
活
の
場
は
海
岸
に
近
い

低
湿
地
で
、
中
期
以
降
谷
あ
い
や
丘
陵
地
に
集
落
が
広
が
っ
て

い
る
こ
と
。

　

第
二
に
、
古
墳
時
代
に
つ
い
て
は
市
域
内
の
古
墳
の
大
部
分

が
削
平
な
ど
に
よ
っ
て
消
滅
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
な
が

ら
、
塚
口
、
南
清
水
、
下
坂
部
、
水
堂
付
近
に
有
力
な
氏
族
が

存
在
し
た
可
能
性
を
指
摘
し
、
彼
ら
古
墳
に
葬
ら
れ
た
権
力
者

た
ち
が
軍
事
的
な
指
導
者
で
あ
り
、
ヤ
マ
ト
の
王
権
と
の
関
わ

り
で
国
内
統
一
や
朝
鮮
半
島
進
出
に
積
極
的
に
関
与
し
た
勢
力

で
あ
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
こ
と
と
関
わ
っ
て
、
第
三
に
、
尼
崎
地
域
は
王
権
の
港

湾
で
あ
る
大
阪
湾
の
西
よ
り
の
河
口
部
に
位
置
し
て
お
り
、
そ

の
こ
と
が
古
墳
時
代
以
降
の
歴
史
を
規
定
し
て
い
る
点
を
指
摘

し
た
こ
と
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
地
域
の
古
墳
被
葬
者
が
、
王

権
に
帰
属
し
な
が
ら
も
地
域
に
お
い
て
独
自
の
勢
力
を
持
ち
、

鉄
製
農
具
や
鉄
製
工
具
を
副
葬
す
る
な
ど
単
な
る
農
業
開
拓
者

の
性
格
だ
け
で
な
い
、
尼
崎
地
域
特
有
の
木
工
生
産
、
祭
祀
な

ど
に
あ
ず
か
る
有
力
者
で
あ
っ
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
ま

す
。

　

第
三
章
第
一
節
・
第
二
節
―
古
代
国
家
段
階
の
尼
崎
―　
第

三
章
の
大
部
分
は
長
山
泰
孝
氏
が
執
筆
し
、
条
里
制
と
猪い

な
の
し
ょ
う

名
荘

に
関
わ
る
部
分
は
渡
辺
久
雄
氏
の
執
筆
に
よ
り
ま
す
。

　

第
一
節
で
は
、
い
わ
ゆ
る
大
化
前
代
の
尼
崎
の
本
格
的
な
通

史
を
叙
述
し
て
い
ま
す
。
神
話
と
歴
史
を
区
別
し
た
う
え
で
、

莵と

が

の
餓
野
の
鹿
の
物
語
な
ど
を
含
め
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』

（
以
下
、
記
紀
）
の
伝
承
的
な
物
語
か
ら
も
、
古
代
の
尼
崎
の
姿

を
探
っ
て
い
ま
す
。
ほ
か
に
、
猪い

な

べ
名
部
・
佐さ
え
き
べ

伯
部
、
為い
な
の
ま
ひ
と

奈
真
人

一
、『
尼
崎
市
史
』
古
代
編

　

史
料
編
を
と
も
な
う
古
代
史
編
さ
ん　
大
正
時
代
に
編
さ
ん

さ
れ
た
『
尼
崎
志
』
（
１
）以
来
の
総
合
的
な
尼
崎
市
の
歴
史
編
さ

ん
と
し
て
、
市
制
五
〇
周
年
記
念
事
業
に
位
置
付
け
ら
れ
た
の

が
昭
和
四
一
年
（
一
九
六
六
）
刊
行
開
始
の
『
尼
崎
市
史
』
で

あ
り
、
そ
の
第
一
巻
第
二
章
・
第
三
章
が
原
始
時
代
・
古
代
に

あ
た
り
ま
す
。
こ
れ
に
対
応
す
る
古
代
の
史
料
編
が
第
四
巻

（
一
九
七
三
）、
第
一
一
巻
・
別
編
二
（
一
九
八
〇
）
が
考
古
資
料

編
で
す
。
こ
こ
で
は
古
代
史
研
究
の
立
場
か
ら
、『
尼
崎
市
史
』

通
史
編
原
始
時
代
・
古
代
編
の
研
究
視
角
と
歴
史
叙
述
の
特
徴
、

研
究
史
上
の
意
義
を
ふ
り
返
り
ま
す
。
以
下
、
章
・
節
を
追
っ

て
、
研
究
視
角
と
歴
史
叙
述
の
特
徴
を
み
て
い
き
ま
す
。

　

第
二
章
―
考
古
学
か
ら
み
た
尼
崎
―　
第
一
巻
の
考
古
学
の

章
・
節
を
執
筆
し
た
の
は
村
川
行
弘
氏
で
す
。
尼
崎
市
域
は
沖

積
平
野
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
縄
文
時
代
晩
期
ま
で
は
人
類
の

生
活
の
舞
台
と
は
な
ら
ず
、
当
時
の
海
岸
線
近
く
に
位
置
す
る

庄し
ょ
う
げ
が
わ

下
川
川
床
、
猪
名
川
川
床
の
遺
跡
か
ら
遺
物
散
布
地
が
検
出

さ
れ
る
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
弥
生
時
代
の
遺
跡
と
し
て
は
、
昭
和

四
〇
年
に
み
つ
か
り
当
時
調
査
中
だ
っ
た
田た

の能
遺
跡
に
着
目
し

て
お
り
、
大
規
模
集
落
址
、
方ほ

う
け
い
し
ゅ
う
こ
う
ぼ

形
周
溝
墓
と
木
棺
墓
、
碧へ
き

玉
ぎ
ょ
く

製せ
い
く
だ
た
ま

管
玉
、多
量
の
磨ま
せ
い製
石せ
き
け
ん剣
な
ど
が
み
つ
か
っ
た
こ
の
遺
跡
を
、

古
代
国
家
胎
動
期
の
低
地
性
農
耕
社
会
の
様
相
を
知
る
手
が
か

り
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
ま
す
。
猪
名
川
河
畔
で
は
椎し

ど
う堂
、

猪
名
寺
、
下し

も
さ
か
べ

坂
部
、
若な
こ
う
じ

王
寺
な
ど
か
ら
弥
生
時
代
の
遺
物
が
出

土
し
、
古
墳
時
代
へ
と
連
続
す
る
様
相
が
叙
述
さ
れ
ま
す
。

　

古
墳
時
代
の
遺
跡
・
遺
物
で
は
池
田
山
古
墳
、
水み

ず
ど
う堂
古
墳
、

天
狗
塚
古
墳
（
大
塚
山
古
墳
）、
伊い

こ

た
居
太
古
墳
の
ほ
か
、
大
規
模

な
集
落
遺
跡
で
鉄て

っ
さ
い滓
、
鞴ふ
い
ごの
口
な
ど
が
出
土
し
た
若
王
寺
遺
跡

猪
名
寺
廃
寺
創
建
期
の
軒
丸
瓦
と
軒
平
瓦

尼
崎
市
教
育
委
員
会
所
蔵

や
猪い
な
の名
県あ
が
た、
住
吉
神
社
に
ま
つ
わ
る
痕
跡
を
拾
い
出
し
て
、
そ

れ
を
戦
後
古
代
史
学
の
部
民
制
、
古
代
氏
族
、
ミ
ヤ
ケ
制
研
究

な
ど
の
成
果
に
照
ら
し
合
わ
せ
、
歴
史
的
事
実
を
考
定
し
て
い

ま
す
。

　

第
二
節
で
は
国
・
郡
・
里
制
、
条
里
制
な
ど
律
令
国
家
が
成

立
し
た
段
階
に
お
け
る
、
尼
崎
の
地
域
支
配
を
制
度
的
に
明
ら

か
に
し
て
い
ま
す
。
と
り
わ
け
聖し

ょ
う
む武
上
皇
没
後
に
皇
室
か
ら
東

大
寺
に
施せ

に
ゅ
う入
さ
れ
た
猪
名
荘
に
関
わ
る
「
東
大
寺
領
猪
名
庄
絵

図
」（
摂せ
っ
つ
し
き

津
職
河か
わ
の
べ
ぐ
ん

辺
郡
猪い
な
し
ょ

名
所
地ち

ず図
、
本
書
第
Ⅰ
部
掲
載
）
の
分
析

か
ら
導
き
出
さ
れ
た
川
辺
郡
の
条
里
の
復
元
、
海
岸
部
の
開
発

と
東
大
寺
に
よ
る
大
土
地
所
有
の
進
行
の
実
態
を
明
ら
か
に
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
猪
名
寺
廃
寺
の
発
掘
調
査
の
成
果
が
記
述

さ
れ
、
法
隆
寺
式
の
伽が

ら
ん藍
で
あ
る
点
や
猪
名
寺
廃
寺
周
辺
の
歴

史
的
環
境
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
二
つ
の
節
に
よ
る
古
代
国
家
の
形
成
、
律
令
国
家
の
確

立
期
の
記
述
の
特
徴
は
、
次
の
点
が
指
摘
で
き
ま
す
。

　

第
一
に
、
戦
後
の
古
代
史
研
究
の
成
果
を
踏
ま
え
て
、
記
紀

の
史
料
批
判
を
経
た
う
え
で
記
事
を
扱
う
と
と
も
に
、
氏
族
分

布
な
ど
客
観
的
な
古
代
史
料
に
も
と
づ
い
た
尼
崎
の
古
代
地
域

史
叙
述
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
古
代
の
尼
崎
市
域
、
摂
津

国
川
辺
郡
レ
ベ
ル
の
編
年
史
料
を
集
成
し
た
史
料
編
第
四
巻
の

刊
行
を
と
も
な
っ
た
こ
と
も
重
要
で
す
。

　

第
二
に
、
国
・
郡
・
里
制
、
律
令
税
制
な
ど
の
一
般
的
解
説

に
陥
り
が
ち
な
市
町
村
レ
ベ
ル
の
古
代
地
域
史
叙
述
に
あ
っ

て
、
川
辺
郡
条
里
の
復
元
、
猪
名
荘
に
み
る
東
大
寺
に
よ
る
土

地
開
発
対
象
地
の
比
定
、、
猪
名
寺
廃
寺
の
発
掘
成
果
な
ど
、

地
域
の
具
体
像
を
と
も
な
う
古
代
史
叙
述
が
な
さ
れ
た
こ
と

は
、
尼
崎
地
域
が
古
代
史
研
究
の
優
良
な
フ
ィ
ー
ル
ド
で
あ
る

こ
と
を
示
し
ま
し
た
。

　

第
三
に
、
第
二
章
考
古
編
と
も
共
通
し
ま
す
が
、
古
代
の
尼

猪名寺廃寺の塔心礎 猪名寺廃寺跡を視察する薄井一
か ず や

哉市長、昭和33年頃

上か
み
の
し
ま

ノ
島
遺
跡
出
土
の
弥
生
式
土
器　

同
遺
跡
は
昭
和
三
〇
年
代
に

数
次
発
掘
さ
れ
、
弥
生
時
代
前
期
の
大
量
の
遺
物
が
出
土
し
た
。

昭
和
四
〇
～
四
一
年
に
実
施
さ
れ
た
田
能
遺
跡
の
発
掘
調
査
。
市

民
や
学
生
・
生
徒
た
ち
が
発
掘
調
査
に
参
加
し
た
。（
写
真
は
千

坂
吉
郎
氏
撮
影
、
薄
井
昭
一
郎
氏
寄
贈
写
真
帳
よ
り
）

『尼崎市史』が企画された昭和 30 ～ 40 年代は、市内の重要な遺跡の発掘が開始された時期でした。次々
と明らかになる最新の発掘成果が、古代編の記述にいち早く取り入れられました。
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二
、
市
史
第
一
巻
以
降
の
尼
崎
古
代
史
と 

『
尼
崎
地
域
史
事
典
』

　
『
地
域
史
研
究
』
等
に
掲
載
さ
れ
た
古
代
史
研
究　
市
史
第

一
巻
刊
行
以
降
の
尼
崎
地
域
の
古
代
史
研
究
の
進
展
に
つ
い

て
、
地
域
研
究
史
料
館
刊
行
の
『
地
域
史
研
究
』
掲
載
の
論
考

を
中
心
に
み
て
い
き
ま
す
。

　

本
項
末
尾
に
『
地
域
史
研
究
』
掲
載
の
原
始
・
古
代
に
関
す

る
論
文
・
史
料
紹
介
の
一
覧
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
い
く
つ
か

に
グ
ル
ー
プ
分
け
で
き
ま
す
が
、
ま
ず
は
じ
め
に
、
市
史
第
一

巻
執
筆
者
に
よ
っ
て
そ
の
後
研
究
が
深
め
ら
れ
た
論
考
が
あ
り

ま
す
。
第
一
巻
第
二
号
の
村
川
行
弘
「
古
代
に
お
け
る
猪
名
川

水
系
の
開
発
」、
第
二
巻
第
二
号
の
長
山
泰
孝
「
猪
名
県
と
為

奈
真
人
」、
第
二
巻
第
三
号
の
渡
辺
久
雄
「
条
里
遺
構
の
解
釈

を
め
ぐ
っ
て
」、
第
四
巻
第
二
号
の
同
じ
く
渡
辺
久
雄
「
長
洲

か
ら
尼
崎
ま
で
」、
第
八
巻
第
二
号
の
村
川
行
弘
「
田
能
出
土

の
銅
剣
鋳
型
」
な
ど
で
す
。

　

村
川
氏
の
論
考
は
猪
名
川
水
系
の
文
化
圏
・
生
活
圏
を

北ほ
く
せ
つ摂
・
西せ
い
せ
つ摂
地
域
、
近
畿
全
体
の
な
か
で
位
置
付
け
、
弥
生
時

代
に
お
い
て
猪
名
川
水
系
は
大
規
模
集
落
群
が
展
開
す
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
銅
鐸
に
つ
い
て
は
六
甲
山
系
に
密
で
あ
る
こ
と
。

古
墳
時
代
以
降
に
つ
い
て
は
、
渡
来
人
の
居
住
、
大
阪
湾
岸
に

位
置
す
る
軍
事
的
要
素
、「
神
を
祭
る
」
清
浄
な
地
で
あ
る
こ

と
な
ど
が
猪
名
川
水
系
の
特
徴
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。

　

長
山
氏
の
論
考
は
、
市
史
第
一
巻
の
叙
述
に
対
し
て
、
猪い

な
の名

県あ
が
た
ぬ
し
主
の
後
身
が
為い
な
の
き
み

奈
公
（
真
人
）
で
あ
る
と
す
る
批
判
が
寄
せ

ら
れ
た
た
め
、
猪
名
県
主
は
没
落
し
、
替
わ
っ
て
宣せ

ん
か化
後こ
う
え
い裔
の

為
奈
公
が
台
頭
し
た
と
再
論
し
た
も
の
で
す
。

　

渡
辺
氏
の
論
考
は
尼
崎
の
土
地
進
展
に
つ
い
て
、
自
然
地
理

崎
が
大
和
王
権
直
轄
の
港
湾
で
あ
る
「
大
阪
湾
岸
地
域
と
し
て

の
特
殊
性
」
を
持
つ
こ
と
を
明
瞭
に
し
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
た

地
域
史
の
把
握
・
叙
述
に
成
功
し
た
点
は
、
自
治
体
史
の
古
代

地
域
史
と
し
て
出
色
だ
っ
た
と
い
え
ま
す
。

　

第
三
章
第
三
節
―
平
安
時
代
の
尼
崎
―　
古
代
編
の
平
安
時

代
を
執
筆
し
た
の
は
、戸
田
芳よ

し
み実
氏
で
す
。
第
三
章
第
三
節
は
、

神
崎
川
河
口
の
河
尻
が
瀬
戸
内
海
航
路
の
港
と
し
て
発
達
し
、

長な
が
す洲
浜
や
大だ
い
も
つ物
が
歴
史
の
舞
台
と
な
る
時
期
を
叙
述
し
て
い
ま

す
。
荘
園
同
士
の
争
い
が
頻
発
し
た
尼
崎
の
中
世
前
期
の
特
徴

を
ど
う
み
る
か
に
つ
い
て
は
、
本
書
第
Ⅲ
部
第
三
章
「
尼
崎
の

中
世
」
第
一
節
に
譲
り
、
こ
こ
で
は
、
古
代
末
期
の
尼
崎
の
特

徴
に
つ
い
て
み
て
お
く
こ
と
と
し
ま
す
。

　

神
崎
川
水
上
交
通
上
の
要よ

う
し
ょ
う衝で
あ
る
河
尻
、
大
物
に
対
し
て

は
、
検け

び

い

し

非
違
使
が
検
察
権
を
行
使
し
、
そ
の
近
辺
に
は
摂
関
家

領
も
数
多
く
設
置
さ
れ
て
い
ま
し
た
（
野の
ま
の
し
ょ
う

間
荘
、
大お
お
し
ま島
雀さ
さ
べ
の部
荘し
ょ
う、

富と
ま
つ
の
し
ょ
う

松
荘
が
左
大
臣
藤
原
頼
長
領
）。
保
元
・
平
治
の
乱
の
前
後
に
は
、

乱
の
関
係
者
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
の
権
限
・
権
益
を
行
使
し
、
ま

た
現
地
の
在
庁
官
人
、
荘
官
、
在
地
武
士
、
神じ

に
ん人
ら
と
結
ん
で
、

尼
崎
地
域
に
お
い
て
も
対
立
・
押お

う
り
ょ
う領・
荘
園
侵
略
を
繰
り
返
し

て
い
ま
し
た
。
平
氏
政
権
下
で
は
、
平
清
盛
の
参
謀
格
・
五
条

大
納
言
藤
原
邦く

に
つ
な綱
の
寺て
ら
え江
山さ
ん
そ
う荘
が
京
都
・
鳥
羽
と
福
原
を
結
ぶ

淀
川
水
運
上
の
中
継
地
と
な
り
、
多
く
の
貴き

け
ん顕
が
宿
所
と
し
た

こ
と
に
中
央
政
権
と
尼
崎
の
地
と
の
関
わ
り
を
み
て
い
ま
す
。

　

一
方
で
、
中
央
権
門
に
対
し
て
農
民
・
海
民
・
芸
能
を
事
と

す
る
神
崎
の
遊
女
な
ど
、
尼
崎
の
住
民
が
自
立
性
を
高
め
て
い

く
動
向
が
叙
述
さ
れ
ま
す
。
平
安
時
代
の
尼
崎
の
本
格
的
な
通

史
と
し
て
、第
四
章「
中
世
の
尼
崎
」に
つ
な
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

学
デ
ー
タ
、
大お

お
あ
ざ字
・
小こ
あ
ざ字
地
名
、
そ
の
他
の
文
献
史
料
に
加
え

て
歴
史
地
理
学
の
微
視
的
・
巨
視
的
な
観
察
方
法
を
駆
使
し
、

尼
崎
の
砂さ

す州
の
出
現
を
一
〇
世
紀
、
人
々
の
生
活
空
間
と
し
て

の
出
現
を
一
一
世
紀
と
考
定
し
て
い
ま
す
。

　

最
近
の
論
考
と
し
て
は
第
三
七
巻
第
一
号
掲
載
の
西
本
昌

弘
「
行
基
設
置
の
楊や

な
い
づ
の
い
ん

津
院
と
河
尻
」
が
、
従
来
、
川
辺
郡
楊
津

郷
を
猪
名
川
上
流
域
の
木
津
周
辺
に
比
定
し
て
き
た
こ
と
に
対

し
、
行
基
年
譜
記
載
の
楊
津
院
、
及
び
中
世
の
楊
津
荘
は
瀬
戸

内
海
運
を
利
し
た
も
の
で
、
尼
崎
市
内
の
河
尻
付
近
に
比
定
す

べ
き
こ
と
を
論
じ
て
い
ま
す
。

　

第
一
一
一
号
掲
載
の
黒
田
慶
一
「
難な

に
わ波
「
八や
そ
し
ま

十
嶋
」
と
神
崎

川
・
猪
名
川
下
流
域
」
は
、
加
島
遺
跡
、
な
ら
び
に
近
年
調
査

さ
れ
た
加
島
一
丁
目
所
在
遺
跡
の
デ
ー
タ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
地

で
は
古
墳
中
期
に
中
州
の
形
成
が
始
ま
っ
て
い
た
こ
と
、
八
十

嶋
祭
が
行
な
わ
れ
た
砂
州
の
先
端
が
加
島
遺
跡
周
辺
で
あ
る
可

能
性
を
論
じ
て
い
ま
す
。
平
安
貴
族
に
と
っ
て
神
崎
川
河
口
の

地
が
「
難
波
」
と
認
識
さ
れ
た
と
し
て
、
尼
崎
と
「
難
波
」
の

関
係
に
一
石
を
投
じ
ま
し
た
。

　

猪
名
部
・
猪
名
県
と
猪
名
荘
研
究　
こ
こ
で
は
猪
名
部
・
猪

名
県
、
及
び
猪
名
荘
関
連
に
つ
い
て
、
市
史
第
一
巻
以
降
の
研

究
を
取
り
あ
げ
ま
す
。

　

猪
名
県
を
め
ぐ
っ
て
は
、
長
山
泰
孝
氏
に
よ
る
市
史
第
一
巻

の
叙
述
と
『
地
域
史
研
究
』
第
二
巻
第
二
号
の
論
考
が
支
持
さ

れ
、
猪
名
県
主
と
為
奈
真
人
を
別
個
の
氏
族
と
み
る
こ
と
に

よ
っ
て
研
究
が
進
展
し
ま
し
た
。

　

吉
田
晶
氏
は
、
川

か
わ
の
べ
の
こ
お
り
の
つ
か
さ

辺
郡
司
と
し
て
そ
の
名
が
み
え
、
宣

化
の
庶
妃
を
出
し
た
こ
と
に
よ
り
威い

な
の
き
み

奈
公
氏
（
後
の
為
奈
真

人
氏
）
及
び
尼
崎
市
内
に
関
連
地
名
を
有
す
る
川か
わ
ら
の
き
み

原
公
氏
、

椎し
い
だ
の
き
み

田
君
氏
な
ど
宣
化
後
裔
王
族
の
外
戚
と
な
っ
た
大
お
お
し
こ
う
ち
の
あ
た
い

河
内
直

氏
（
凡
お
お
し
こ
う
ち
の
あ
た
い

河
内
直
氏
）
に
注
目
し
ま
し
た
。
吉
田
氏
は
、
凡
河
内

直
氏
＝
凡
河
内
国

く
に
の
み
や
つ
こ
造
は
王
権
に
直
結
し
、
隷
属
的
関
係
を

有
す
る
猪
名
県
な
ど
の
県
支
配
か
ら
、部
分
的
に
河
内
諸
「
県
」

に
対
す
る
「
戸
」
支
配
を
実
現
し
つ
つ
あ
っ
た
と
評
価
し
て
い

ま
す
。
凡
河
内
国
造
は
職
掌
と
し
て
務む

こ
の
み
な
と

古
水
門
を
支
配
し
た
こ

と
に
よ
っ
て
、
王
権
の
西
方
支
配
に
お
け
る
政
治
・
軍
事
・
交

通
上
の
重
要
な
位
置
を
占
め
た
と
し
ま
す
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
、
凡
河
内
直
氏
自
身
、
西
摂
を
本
拠
地
と
し
な
が
ら
河
内
に

も
勢
力
を
扶
植
す
る
と
と
も
に
、
河
内
の
渡
来
系
氏
族
に
対
す

る
統
括
的
地
位
に
あ
っ
た
、
こ
れ
を
凡

お
お
し
＋
国
造
の
支
配
体
制
段

階
と
し
ま
す
。
（
２
）

　
『
地
域
史
研
究
』
第
二
九
巻
第
三
号
掲
載
の
高
橋
明
裕
「
古

代
の
猪
名
地
方
に
お
け
る
猪
名
部
と
猪
名
県
」
は
、
渡
来
系
の

木
工
技
術
者
集
団
猪
名
部
が
大
和
王
権
に
よ
っ
て
猪
名
川
流
域

に
政
策
的
に
配
置
さ
れ
た
と
み
て
、
王
権
の
港
湾
と
し
て
の
猪

名
川
河
口
と
同
流
域
の
陸
上
交
通
上
の
位
置
を
総
合
的
に
と
ら

え
ま
し
た
。
長
山
泰
孝
説
を
継
承
し
た
う
え
で
、
威
奈
公
氏
ら

継け
い
た
い体
後
裔
王
族
が
猪
名
地
域
に
居
住
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
猪

名
野
の
開
発
が
進
展
し
た
と
し
ま
す
。
ほ
か
に『
地
域
史
研
究
』

以
外
の
論
考
で
は
、
加
藤
謙
吉
氏
が
猪
名
県
が
所
在
す
る
猪
名

川
河
口
部
の
軍
事
的
性
格
を
重
視
し
、
（
３
）
鷺
森
浩
幸
氏
は
五
世

紀
頃
よ
り
猪
名
川
河
口
部
、
武
庫
川
河
口
部
は
王
権
の
所
領
と

な
り
、
ミ
ヤ
ケ
が
設
置
さ
れ
て
い
た
と
想
定
し
ま
す
。
（
４
）

　

こ
の
よ
う
に
、
旧
市
史
の
段
階
で
は
「
大
阪
湾
岸
地
域
と
し

て
の
特
殊
性
」
と
い
う
視
覚
を
打
ち
出
し
つ
つ
も
、
具
体
的
な

氏
族
の
動
向
に
つ
い
て
は
川
辺
郡
レ
ベ
ル
の
分
析
に
と
ど
ま
っ

て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
後
の
研
究
の
進
展
で
西
摂
レ
ベ
ル
、
さ

ら
に
は
摂
津
・
河
内
全
体
を
俯
瞰
す
る
形
で
大
阪
湾
岸
地
域
の

王
権
と
の
関
わ
り
を
具
体
的
に
描
き
出
す
研
究
が
登
場
す
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

　

前
掲
高
橋
論
文
、
鷺
森
論
文
を
受
け
て
、
古ふ

る
い
ち市

晃あ
き
ら

氏
は
こ

の
地
域
に
は
王
宮
が
設
置
さ
れ
た
と
み
て
、
王
宮
に
奉
仕
す
る

か
た
ち
で
王
権
と
政
治
的
関
係
を
も
っ
た
集
団
が
猪
名
地
域
に

は
早
く
か
ら
配
置
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
追
究
し
て
い
ま
す
。

王
宮
に
奉
仕
す
る
集
団
は
王
宮
が
所
在
す
る
大
和
な
ど
の
地
名

（
王
宮
名
）
を
称
し
、
各
地
に
配
置
さ
れ
た
奉
仕
集
団
は
こ
れ
ら

の
地
名
（
部
名
）
を
共
有
し
ま
し
た
。
尼
崎
市
内
に
存
在
す
る

猪
名
、
額ぬ

か
た田
、
雀さ
さ
べ部
、
穴あ
の
う太
、
椋く
ら
は
し橋
、
橘
（
立
花
）
な
ど
の
地

名
が
そ
れ
で
す
。
猪
名
と
橘
の
地
名
分
布
は
、
尼
崎
の
猪
名
を

経
由
し
大
和
の
飛
鳥
と
但
馬
を
も
結
ぶ
奉
仕
集
団
の
広
が
り
の

痕
跡
と
み
て
い
ま
す
。
（
５
）

　

こ
れ
ら
の
研
究
は
、
尼
崎
地
域
の
歴
史
を
中
央
の
政
治
史
と

の
関
わ
り
だ
け
で
考
察
す
る
の
で
は
な
く
、
大
阪
湾
岸
、
猪
名

川
水
系
・
武
庫
川
水
系
を
結
ぶ
水
上
交
通
や
内
陸
交
通
路
に
着

目
し
な
が
ら
、
大
和
王
権
に
代
表
さ
れ
る
中
央
の
政
治
と
尼
崎

地
域
と
の
関
係
を
、
こ
れ
ら
諸
地
域
間
を
結
ぶ
広
域
的
な
交
通

関
係
の
な
か
で
理
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

  

王
権
と
特
有
の
関
わ
り
を
も
っ
た
こ
う
し
た
歴
史
を
前
提
と

し
て
、
猪
名
地
域
に
は
律
令
制
段
階
に
入
っ
て
か
ら
多
く
の
荘

園
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
猪
名
荘
に
関
わ
る
そ
の
後
の
論
考
を

あ
げ
る
と
、『
地
域
史
研
究
』
第
二
六
巻
第
三
号
掲
載
の
田
中

文
英
「
永
観
の
東
大
寺
経
営
と
猪
名
・
長
洲
荘
」
は
、
東
大
寺

別
当
・
永
観
に
よ
る
教
団
経
営
、
猪
名
・
長
洲
荘
園
支
配
に
果

た
し
た
役
割
と
功
績
を
詳
細
に
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。

　

猪
名
所
地
図
に
つ
い
て
は
、
第
三
一
巻
第
一
号
掲
載
の
浅
岡

俊
夫
「
東
大
寺
領
猪
名
庄
の
位
置
と
ミ
ヤ
ケ
開
発
」、
第
三
一

巻
第
三
号
掲
載
の
同
「
猪
名
庄
荘
図
か
ら
み
た
古
代
地
図
の
表

現
」
が
あ
り
ま
す
。
前
者
は
、
絵
図
か
ら
猪
名
荘
の
位
置
を
比

定
す
る
に
あ
た
り
、
条
里
で
は
な
く
現
地
の
微
地
形
や
小
字
界

と
を
照
合
し
て
荘
園
の
範
囲
の
復
元
案
を
示
し
ま
し
た
。
後
者

は
、
荘
園
図
の
図
的
表
現
を
検
討
し
た
も
の
で
す
。

　

鷺
森
浩
幸
氏
は
『
日
本
古
代
荘
園
図
』
に
お
い
て
、
猪
名
所

地
図
の
成
立
過
程
と
開
発
の
過
程
を
詳
細
に
検
討
し
て
い
ま

す
。
（
６
）
小
山
田
宏
一
氏
は
猪
名
荘
域
の
水
利
を
復
元
し
、
堤
防
を

築
く
こ
と
に
よ
っ
て
開
田
し
て
い
っ
た
猪
名
荘
の
開
発
を
、
干か

ん

拓た
く

技
術
以
前
の
開
田
技
術
と
し
ま
す
。
（
７
）

　
『
尼
崎
地
域
史
事
典
』
の
原
始
・
古
代
項
目  
平
成
八
年

（
一
九
九
六
）に
刊
行
し
た『
尼
崎
地
域
史
事
典
』に
お
け
る
原
始
・

古
代
に
関
連
す
る
項
目
数
は
約
一
六
〇
項
目
、
市
史
第
一
巻
に

掲
載
さ
れ
た
固
有
名
詞
や
、
こ
の
時
代
の
基
本
的
事
象
に
つ
い

て
採
録
さ
れ
て
い
る
一
方
、
原
始
及
び
考
古
学
の
遺
跡
、
荘
園

な
ど
に
つ
い
て
は
市
域
に
と
ど
ま
ら
ず
周
辺
地
域
の
項
目
も
取

り
あ
げ
て
あ
り
、
西
摂
地
域
全
体
の
状
況
を
知
る
う
え
で
有
益

で
す
。
猪
名
川
な
ど
の
地
形
項
目
や
、
市
内
の
大
字
地
名
の
項

目
も
、
古
代
史
を
調
べ
る
う
え
で
欠
か
せ
な
い
情
報
で
す
。

三
、
市
史
第
一
巻
・
第
一
一
巻
以
降
の 

市
域
遺
跡
の
発
掘
成
果

　

新
た
な
発
掘
成
果
と
尼
崎
の
原
始
・
古
代
史
像  

市
史
第
一

巻
も
、
当
時
発
掘
さ
れ
た
ば
か
り
の
田
能
遺
跡
の
発
掘
成
果
を

取
り
込
ん
で
叙
述
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
以
降
も
尼
崎
市
域
で

は
さ
ら
に
画
期
的
な
遺
跡
が
発
掘
さ
れ
て
い
ま
す
。
次
項
で
述

べ
る
『
図
説
尼
崎
の
歴
史
』
の
叙
述
に
も
反
映
さ
れ
た
、
お
も

な
遺
跡
に
つ
い
て
こ
こ
で
紹
介
し
ま
す
。

　

武む
こ
の
し
ょ
う

庫
庄
遺
跡　
武
庫
之
荘
本
町
二
丁
目
の
、
伊
丹
段だ
ん
き
ゅ
う丘
上

に
立
地
す
る
弥
生
時
代
中
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
の
複
合

遺
跡
で
、
平
成
八
年
度
の
第
三
六
次
調
査
に
際
し
近
畿
地
方
で

最
大
規
模
の
柱
根
が
発
掘
さ
れ
、
方
形
の
区
画
に
囲
ま
れ
た
独

立
棟
持
柱
を
有
す
る
弥
生
時
代
中
期
の
大
型
掘
立
柱
建
物
が
検

出
さ
れ
た
こ
と
で
注
目
さ
れ
た
遺
跡
で
す
。
方
形
区
画
の
外
側
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に
も
竪
穴
住
居
群
や
掘
立
柱
建
物
群
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
外

側
に
方
形
周
溝
墓
群
が
存
在
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
弥
生
時
代
の

拠
点
的
集
落
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。
低
地

性
農
耕
集
落
で
あ
る
田
能
遺
跡
と
の
対
比
と
い
う
点
で
も
、
弥

生
時
代
の
ム
ラ
か
ら
ク
ニ
へ
と
発
展
し
て
い
く
過
程
を
具
体
化

す
る
手
が
か
り
に
な
る
遺
跡
で
す
。
ま
た
、
年
代
比
定
に
は
柱

根
木
材
の
年
輪
年
代
判
定
が
使
わ
れ
、
紀
元
前
二
四
五
年
頃
に

伐
採
さ
れ
た
木
材
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　

猪
名
庄
遺
跡　
「
潮
江
字
東
大
寺
」
の
地
名
か
ら
、
猪
名
荘

に
関
わ
る
遺
跡
で
あ
る
こ
と
が
以
前
か
ら
確
認
さ
れ
て
い
ま
し

た
が
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
後
の
再
開
発
事
業
に
と
も
な
う
発

掘
調
査
に
よ
っ
て
画
期
的
な
発
見
が
あ
り
ま
し
た
。
平
成
九
年

の
調
査
で
鎌
倉
時
代
前
期
の
堀
立
柱
建
物
二
棟
、
井
戸
九
基
な

ど
、
平
安
時
代
中
期
か
ら
後
期
の
堀
立
柱
建
物
八
棟
、
井
戸
四

基
な
ど
、
奈
良
時
代
後
期
の
堀
立
柱
建
物
四
棟
、
井
戸
一
基
な

ど
が
検
出
さ
れ
ま
し
た
。
と
り
わ
け
奈
良
時
代
の
建
物
は
、
猪

名
荘
成
立
後
間
も
な
い
時
期
の
も
の
で
あ
り
、
出
土
地
点
か
ら

も
猪
名
所
地
図
の
「
宮
宅
地
」、
つ
ま
り
荘
園
の
管
理
施
設
の

建
物
に
あ
た
る
可
能
性
が
高
い
も
の
で
す
。
同
時
期
の
井
戸
か

ら
は
「
西
庄
」
と
墨
書
さ
れ
た
土は

じ

き
師
器
も
出
て
い
ま
す
。
ま
た
、

猪
名
荘
以
前
の
古
墳
時
代
後
期
の
水
田
跡
が
洪
水
層
で
埋
め
ら

れ
た
痕
跡
が
み
つ
か
り
、
猪
名
荘
以
前
の
古
墳
時
代
か
ら
こ
の

地
が
開
発
対
象
地
で
あ
っ
た
様
子
が
う
か
が
え
、
猪
名
荘
前
史

に
つ
い
て
も
知
見
が
得
ら
れ
ま
し
た
。

　

大だ
い
も
つ物
遺
跡　

大
物
遺
跡
（
大
物
町
二
丁
目
）
の
調
査
は
、

当
該
地
に
建
設
予
定
の
市
営
住
宅
が
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
復

興
住
宅
に
指
定
さ
れ
た
た
め
に
、
平
成
七
年
四
月
か
ら
五
か
月

限
定
で
行
な
わ
れ
、
一
二
世
紀
～
一
三
世
紀
後
半
の
遺
物
が
コ

ン
テ
ナ
約
三
五
〇
箱
分
、
一
七
世
紀
～
一
九
世
紀
の
遺
物
が
約

二
五
〇
箱
分
出
土
し
ま
し
た
。
中
世
の
遺
物
に
は
、
土
師
器
、

瓦が

き器
、
国
産
陶と
う

器き

、
さ
ら
に
白
磁
・
青
磁
な
ど
の
貿
易
陶と
う
じ
き

磁
器

と
漁
網
の
土ど

錘す
い

、
鞴ふ
い
ご

羽は
ぐ
ち口
な
ど
の
土
製
品
、
将
棋
駒
を
含
む

生
活
用
具
・
遊
具
、履
物
、装
身
具
、荷
札
木
簡
な
ど
の
木
製
品
、

銭
貨
、
経き

ょ
う
せ
き石な
ど
が
大
量
に
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
土
器
に
は
九

州
系
、
瀬
戸
内
系
、
東
海
系
の
ほ
か
、
貿
易
陶
磁
器
が
多
数
み

ら
れ
、
物
資
・
人
間
の
広
範
囲
な
行
き
来
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

大
物
遺
跡
の
遺
物
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
平
安
末
か
ら
鎌
倉

時
代
の
大
物
浦
（
浜
）
は
海
上
交
通
の
要
衝
と
し
て
栄
え
、
し

か
も
単
な
る
漁
村
で
は
な
く
各
地
の
荘
園
か
ら
の
物
資
を
都
へ

運
ぶ
輸
送
の
中
継
地
で
あ
る
と
と
も
に
、
こ
の
付
近
で
生
活
す

る
農
民
・
漁
民
・
職
人
を
は
じ
め
物
資
を
交
易
す
る
富
裕
な
商

人
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
階
層
の
人
々
が
行
き
交
う
交
易
都
市

だ
っ
た
こ
と
で
す
。

　

猪
名
庄
遺
跡
、大
物
遺
跡
の
発
掘
成
果
は
、次
に
述
べ
る
『
図

説
』
の
猪
名
荘
や
中
世
の
港
津
都
市
の
叙
述
に
活
か
さ
れ
て
お

り
、
武
庫
庄
遺
跡
の
大
型
掘
立
柱
建
物
の
画
期
的
意
義
は
コ
ラ

ム
に
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
以
外
に
も
、
市
域
の
弥
生
～

古
墳
時
代
、
あ
る
い
は
歴
史
時
代
の
集
落
遺
跡
、
生
産
遺
跡
の

発
掘
成
果
は
、
か
な
り
蓄
積
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。
考
古
学
の

成
果
に
よ
っ
て
、
尼
崎
地
域
の
歴
史
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
る

の
か
が
、
今
後
の
課
題
で
す
。

四
、『
図
説
尼
崎
の
歴
史
』
古
代
編

　

平
成
一
九
年
刊
行
の
『
図
説
尼
崎
の
歴
史
』
の
古
代
編
は
、

市
史
第
一
巻
・
第
四
巻
・
第
一
一
巻
を
下
敷
き
に
し
な
が
ら
も
、

そ
の
後
の
古
代
史
研
究
や
遺
跡
の
発
掘
成
果
を
反
映
し
た
も
の

と
な
り
ま
し
た
。
図
説
の
ス
タ
イ
ル
で
叙
述
す
る
こ
と
か
ら
、

史
料
、
遺
跡
・
遺
物
、
地
図
な
ど
を
図
版
で
示
し
な
が
ら
、
尼

崎
の
古
代
史
像
を
構
成
し
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
に
よ
る
特
徴

と
、
お
も
な
内
容
を
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

　

古
代
編
の
構
成
の
特
色　
『
図
説
』
古
代
編
の
な
か
の
縄
文

時
代
・
弥
生
時
代
に
つ
い
て
は
、
考
古
学
に
よ
っ
て
明
ら
か
に

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
（
尼
崎
市
域
に
は
、
叙
述
に
活
か
し
得

る
顕
著
な
縄
文
遺
跡
が
存
在
し
ま
せ
ん
）。
文
献
古
代
史
学
は
文
字

史
料
が
出
現
し
た
弥
生
時
代
以
降
を
対
象
と
し
ま
す
が
、
尼
崎

地
域
の
弥
生
時
代
に
つ
い
て
は
叙
述
が
で
き
ま
せ
ん
。
古
墳
時

代
に
つ
い
て
は
考
古
学
と
文
献
古
代
史
学
に
よ
っ
て
叙
述
さ
れ

ま
す
が
、
両
者
は
研
究
方
法
と
認
識
を
異
に
し
ま
す
か
ら
、
同

じ
古
墳
時
代
を
対
象
と
し
な
が
ら
も
別
々
に
叙
述
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
古
代
編
は
、
六
世
紀
前
半
の
継
体
大
王
の
出
現

を
も
っ
て
二
つ
の
節
に
分
け
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

第
一
節
「
古
代
社
会
の
黎
明
」
は
、
考
古
学
と
文
献
古
代
史

学
に
よ
っ
て
項
目
を
別
々
に
叙
述
し
、
文
献
古
代
史
学
に
も
と

づ
く
叙
述
は
、
猪い

な
の
み
な
と

名
湊
と
猪い
な
の
あ
が
た

名
県
に
象
徴
さ
れ
る
港
湾
地
域
と

交
通
の
要
衝
と
し
て
の
尼
崎
地
域
の
特
性
に
焦
点
を
あ
て
て
叙

述
し
て
い
ま
す
。

　

第
二
節
「
律
令
国
家
の
形
成
と
展
開
」
は
、
継
体
後
裔
の
王

族
に
よ
っ
て
こ
の
地
域
の
開
発
が
進
展
し
た
こ
と
か
ら
叙
述
を

始
め
、
そ
れ
が
猪
名
荘
と
な
っ
て
い
く
と
い
う
道
筋
で
、
律
令

国
家
時
代
の
尼
崎
の
地
域
史
を
描
い
て
い
ま
す
。
猪
名
寺
廃
寺

に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
白は

く
ほ
う鳳
時
代
の
政
治
史
と
結
び
つ
け
る
意

図
で
コ
ラ
ム
を
設
け
て
あ
り
ま
す
。
具
体
的
な
フ
ィ
ー
ル
ド
に

焦
点
を
あ
て
た
飛
鳥
～
奈
良
時
代
史
の
叙
述
と
な
っ
て
お
り
、

律
令
制
の
制
度
史
的
な
内
容
は
最
小
限
に
抑
え
、
地
域
に
密
着

し
た
古
代
地
域
史
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
神
崎
川
開

削
以
降
、
河
尻
や
猪
名
荘
に
新
し
い
動
向
が
み
え
始
め
た
と
こ

ろ
で
叙
述
を
中
世
編
に
譲
っ
て
い
ま
す
。

　

考
古
学
に
み
る
西
摂
地
域
の
動
向
と
大
和
と
の
関
係　
市
史

第
一
巻
の
段
階
で
田
能
遺
跡
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
市
域
に
水

稲
耕
作
が
開
始
さ
れ
本
格
的
な
集
落
が
展
開
す
る
の
は
灌
漑
施

設
を
と
も
な
わ
な
い
低
湿
地
だ
っ
た
と
い
う
認
識
は
、『
図
説
』

も
同
様
で
す
。
第
一
節
１
「
西
摂
平
野
の
開
拓
」
で
は
、
弥
生

集
落
遺
跡
の
検
出
が
進
み
、
西
摂
地
域
で
も
弥
生
時
代
前
期
後

半
に
小
河
川
に
堰
を
設
け
た
例
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
（
市
域
近

く
で
は
伊
丹
市
岩
屋
遺
跡
）、
弥
生
時
代
中
期
に
な
る
と
猪
名
川
・

武
庫
川
中
流
域
の
段
丘
上
に
も
集
落
が
展
開
し
、
そ
の
な
か
に

大
規
模
集
落
が
出
現
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

き
っ
か
け
が
武
庫
庄
遺
跡
の
発
見
で
あ
り
、
大
型
建
物
が
注
目

さ
れ
ま
し
た
。
近
年
、
弥
生
時
代
の
実
年
代
が
再
検
討
さ
れ
つ

つ
あ
る
な
か
、
柱
の
木
材
を
年
輪
年
代
法
に
よ
り
調
べ
た
と
こ

ろ
、
弥
生
時
代
中
期
の
実
年
代
が
約
一
〇
〇
年
以
上
遡さ

か
の
ぼる
こ

と
が
判
明
し
ま
し
た
。
コ
ラ
ム
「
大
型
掘
立
柱
建
物
」「
柱
根

と
年
輪
年
代
」
で
具
体
的
に
遺
跡
を
紹
介
し
な
が
ら
、
そ
の
意

義
を
解
説
し
て
い
ま
す
。

　

古
墳
時
代
に
つ
い
て
は
、
市
史
第
一
巻
も
西
摂
地
域
と
大
和

王
権
と
の
関
わ
り
を
論
じ
、
市
域
の
古
墳
被
葬
者
た
ち
を
単
な

る
農
業
開
拓
者
で
は
な
い
、
王
権
の
軍
事
力
を
支
え
た
軍
事
的

指
導
者
と
想
定
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
大
和
の
中
枢
勢
力

に
つ
い
て
、
大
和
盆
地
南
東
部
（
大
和
古
墳
群
・
柳
本
古
墳
群
）

の
勢
力
と
大
和
盆
地
北
部
地
域
（
佐
紀
古
墳
群
西
群
）
の
勢
力
、

そ
し
て
古ふ

る
い
ち市
古
墳
群
、
百も

ず
舌
鳥
古
墳
群
の
勢
力
が
区
分
さ
れ
て

論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
第
一
節
２
「
古
墳
の
築
造

と
展
開
」
は
、
西
摂
地
域
で
は
古
市
・
百
舌
鳥
古
墳
群
の
勢
力

と
連
動
す
る
形
で
豊
中
市
の
桜
塚
古
墳
群
東
群
と
尼
崎
市
域
の

古
墳
群
の
築
造
が
継
続
さ
れ
、
古
墳
中
期
に
移
行
す
る
と
み
て

い
ま
す
。
桜
塚
古
墳
群
東
群
で
鉄
製
甲
冑
の
副
葬
が
み
ら
れ
、

古
市
・
百
舌
鳥
古
墳
群
の
勢
力
と
の
関
係
で
軍
事
的
色
彩
の
強

い
被
葬
者
像
が
う
か
が
え
る
の
に
対
し
、
猪
名
川
右
岸
で
あ
る

市
域
の
古
墳
被
葬
者
は
そ
れ
と
は
異
な
っ
た
性
格
が
指
摘
さ
れ

て
い
ま
す
。
六
世
紀
に
な
っ
て
桜
塚
古
墳
群
東
群
と
猪
名
野
古

墳
群
の
古
墳
築
造
が
停
止
さ
れ
る
こ
と
は
、
継
体
大
王
の
今
城

塚
古
墳
の
出
現
と
連
動
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
継
体
の

登
場
に
よ
り
西
摂
地
域
の
歴
史
が
新
た
な
段
階
に
入
る
こ
と
が

考
古
学
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

古
代
景
観
の
復
元
と
猪
名
湊
・
猪
名
荘　
市
史
第
一
巻
が
、

す
で
に
古
代
の
尼
崎
の
「
大
阪
湾
岸
地
域
と
し
て
の
特
殊
性
」

を
指
摘
し
て
い
た
の
を
継
承
発
展
さ
せ
る
形
で
、『
図
説
』
は

古
代
の
景
観
を
図
版
・
地
図
で
可
能
な
限
り
復
元
し
つ
つ
、
王

権
直
轄
の
港
湾
・
所
領
と
し
て
の
性
格
を
浮
き
彫
り
に
し
ま
し

た
。
序
説
２
「
尼
崎
市
域
の
微
地
形
」
に
よ
り
旧
海
岸
線
や
旧

流
路
が
示
さ
れ
た
こ
と
が
、
古
代
編
で
も
活
か
さ
れ
て
い
ま

す
。
第
一
節
３
「
大
和
王
権
と
猪
名
川
流
域
」
で
は
、
万
葉
歌

に
詠
わ
れ
た
古
代
の
景
観
を
も
手
が
か
り
に
し
て
、
王
権
に

と
っ
て
の
猪
名
湊
、
武
庫
水
門
の
役
割
を
論
じ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
の
猪
名
荘
・
猪
名
所
地
図
研
究
の
進
展
、
猪
名
庄
遺

跡
の
発
掘
成
果
を
も
踏
ま
え
て
、
第
二
節
３
「
猪
名
荘
の
成
立

と
地
域
開
発
」
で
は
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
の
尼
崎
海
岸
部

開
発
過
程
を
具
体
的
に
描
き
、４
「
猪
名
荘
絵
図
を
歩
く
」
は
、

猪
名
所
地
図
を
読
み
解
き
な
が
ら
現
在
の
尼
崎
市
内
へ
の
現
地

比
定
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。
地
理
・
地
形
編
と
も
い
え
る
序
説

「
尼
崎
の
歴
史
の
舞
台
」
の
２
「
尼
崎
市
域
の
微
地
形
」
に
よ

り
砂
州
列
が
検
出
さ
れ
、
そ
の
形
成
プ
ロ
セ
ス
が
示
さ
れ
た
こ

と
と
あ
わ
せ
て
猪
名
所
地
図
読
解
の
研
究
成
果
が
活
か
さ
れ
、

荘
園
開
発
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
も
新
た
な
知
見
が
得
ら
れ
ま

し
た
。
海
岸
の
干
拓
を
め
ぐ
る
最
新
の
成
果
に
つ
い
て
も
序
説

の
コ
ラ
ム
「
前
近
代
の
干
拓
技
術
」
と
し
て
掲
載
し
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
古
代
の
地
域
景
観
が
現
地
の
微
地
形
、
歴
史

地
名
及
び
残
さ
れ
た
絵
図
、
そ
し
て
考
古
学
の
発
掘
成
果
と
に

よ
っ
て
こ
れ
だ
け
復
元
で
き
る
こ
と
は
、
希け

う有
な
事
例
で
す
。

　

王
権
の
所
領
か
ら
東
大
寺
領
へ　
猪
名
川
河
口
域
が
大
和
王

権
膝し

っ
か下
の
港
湾
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
東
大
寺
領
猪
名
荘
が
聖
武

上
皇
没
後
に
天
皇
家
か
ら
勅ち

ょ
く
せ
に
ゅ
う

施
入
さ
れ
た
こ
と
と
を
結
び
つ
け

て
考
え
る
と
、
こ
の
地
が
王
権
の
所
領
で
あ
っ
た
こ
と
が
み
え

て
き
ま
す
。
猪
名
部
集
団
や
猪
名
湊
・
武
庫
水
門
に
関
す
る
研

究
が
、
猪
名
川
河
口
域
の
軍
事
的
性
格
や
猪
名
荘
施
入
以
前
か

ら
の
当
地
の
水
田
開
発
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、

第
一
節
４
「
海
陸
交
通
の
掌
握
と
部べ

み
ん民
の
設
置
」
は
、
王
権
の

政
策
的
意
図
に
よ
っ
て
こ
の
地
域
に
幾
種
類
か
の
部
民
が
配
置

さ
れ
、
港
湾
施
設
が
維
持
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
論
じ
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
平
安
期
に
お
い
て
も
、
猪
名
川
流
域
の
未
開
地
が

王
権
の
狩
猟
地
と
し
て
禁
猟
区
と
さ
れ
特
別
視
さ
れ
て
い
た
こ

と
、
そ
の
背
景
と
し
て
、
か
つ
て
猪い

な
の
ま
き

名
牧
（
為
奈
野
牧
）
が
置

か
れ
、
狩
猟
集
団
で
あ
る
佐
伯
部
に
ま
つ
わ
る
猪
名
県
の
伝
承

が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。こ
の
よ
う
な
特
性
が
、

歌
枕
「
猪
名
の
笹
原
」
な
ど
に
系
譜
し
て
い
く
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
認
識
か
ら
、『
図
説
』
で
は
継
体
後
裔
王
族
の

威
奈
君
・
為
奈
真
人
氏
に
注
目
し
ま
し
た
。
従
来
の
研
究
で
は

猪い
な
べ
の
み
や
つ
こ

名
部
造
氏
―
猪
名
部
集
団
と
為
奈
真
人
氏
と
の
関
係
を
さ
ま

ざ
ま
に
論
じ
て
き
ま
し
た
が
、
第
二
節
１
「
王
族
の
集
住
と
直

轄
領
」
は
両
者
は
別
系
統
と
み
て
、
六
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の

継
体
の
摂
津
進
出
（
淀
川
右
岸
へ
の
今
城
塚
古
墳
の
築
造
）
を
前

後
し
て
尼
崎
の
地
が
為
奈
真
人
ら
王
族
の
集
住
地
と
な
り
、
王

権
所
領
と
し
て
開
発
が
な
さ
れ
た
と
の
見
方
を
と
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
こ
と
は
、
西
摂
に
お
け
る
古
墳
築
造
の
あ
り
方
の
変

動
と
も
リ
ン
ク
す
る
も
の
で
す
。

　

古
代
史
へ
の
関
心
と
学
習
の
深
ま
り　
市
史
第
一
巻
が
刊
行

さ
れ
る
直
前
の
昭
和
四
〇
年
、
園
田
の
工
業
用
水
道
配
水
場
建

設
工
事
中
に
、
当
時
近
畿
で
も
有
数
の
大
規
模
遺
跡
で
あ
る
田

能
遺
跡
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
工
事
と
同
時
並
行
で
、
人
員
と
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調
査
期
間
が
不
足
す
る
な
か
緊
急
調
査
が
行

な
わ
れ
、
市
民
、
学
生
・
生
徒
、
専
門
家
に

よ
る
ね
ば
り
強
く
幅
広
い
運
動
に
よ
っ
て
、

遺
跡
が
全
面
保
存
さ
れ
る
と
い
う
画
期
的
な

で
き
ご
と
が
あ
り
ま
し
た
。
田
能
遺
跡
の
発

掘
調
査
の
成
果
は
市
史
第
一
巻
に
取
り
入
れ

ら
れ
、
そ
の
後
の
尼
崎
地
域
の
古
代
史
像
に

大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
、
す
で

に
述
べ
た
と
お
り
で
す
。
そ
の
後
も
画
期
的

な
遺
跡
の
発
見
が
相
次
ぎ
、
武
庫
庄
遺
跡
、

猪
名
庄
遺
跡
、
大
物
遺
跡
な
ど
の
発
掘
成
果

が
『
図
説
』
に
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

画
期
的
な
遺
跡
の
発
見
は
尼
崎
の
歴
史
を

書
き
換
え
、
全
国
的
に
注
目
さ
れ
る
だ
け
で

な
く
、
人
々
に
地
域
の
歴
史
へ
の
関
心
を
喚

起
し
て
い
き
ま
す
。
田
能
遺
跡
で
は
、
住
民

の
関
心
の
広
が
り
が
遺
跡
の
保
存
に
つ
な
が

り
ま
し
た
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
、
第
一
節
の

コ
ラ
ム
「
田
能
遺
跡
の
発
掘
調
査
」
が
詳
細

に
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

尼
崎
で
は
、
史
跡
、
遺
跡
に
関
心
を
抱
い

た
地
域
の
人
び
と
が
み
ず
か
ら
学
習
を
深

め
、
地
域
の
歴
史
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

史
跡
・
遺
跡
、
歴
史
的
景
観
の
保
存
や
そ
れ

ら
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
に
進
ん
で
い
く

こ
と
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

先
駆
が
田
能
遺
跡
の
調
査
・
保
存
運
動
で
あ

り
、
そ
の
後
も
猪
名
荘
の
故
地
と
わ
か
っ
た

潮
江
地
区
周
辺
の
人
び
と
が
始
め
た
「
猪
名

荘
遺
跡
を
学
ぶ
会
」
の
活
動
、
地
名
に
も

な
っ
て
い
る
古
代
寺
院
・
猪
名
寺
廃
寺
と
、
そ
の
周
辺
の
自
然

林
に
目
を
向
け
た
猪
名
寺
自
治
会
の
取
り
組
み
な
ど
が
あ
り
ま

す
（
活
用
事
例
に
つ
い
て
は
本
章
第
三
節
〈
実
践
編
〉
３
参
照
）。

お
わ
り
に 

―
古
代
史
研
究
に
お
け
る
尼
崎
地
域
史
の
意
義
―

　

尼
崎
の
古
代
史
が
、
時
代
と
と
も
に
編
ま
れ
て
き
た
こ
と
を

ふ
り
か
え
っ
て
き
ま
し
た
。
尼
崎
が
古
代
史
の
良
好
な
フ
ィ
ー

ル
ド
で
あ
る
こ
と
と
、
人
び
と
が
地
域
の
歴
史
を
知
り
、
地
域

の
史
料
、史
跡
・
遺
跡
な
ど
を
大
切
に
伝
え
て
き
た
こ
と
に
よ
っ

て
さ
ら
な
る
歴
史
研
究
が
進
展
し
て
き
た
こ
と
が
、
確
認
で
き

た
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　

市
史
第
一
巻
の
原
始
時
代
・
古
代
史
叙
述
は
、
考
古
学
的
に

は
尼
崎
市
域
に
お
け
る
低
湿
地
帯
と
丘
陵
地
帯
の
生
活
史
か
ら

始
ま
り
、
文
献
古
代
史
学
は
川
辺
郡
レ
ベ
ル
の
古
代
史
料
収
集

に
裏
付
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、す
で
に
そ
こ
に
は「
大

阪
湾
岸
地
域
と
し
て
の
特
殊
性
」
の
指
摘
が
あ
り
、
猪
名
川
水

系
の
文
化
圏
と
六
甲
山
系
の
文
化
圏
と
の
対
比
と
い
う
視
角
も

打
ち
出
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

市
史
第
一
巻
以
後
は
、
二
つ
の
方
向
で
研
究
が
進
展
し
て

い
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

ひ
と
つ
は
、
従
来
か
ら
文
献
史
学
と
考
古
学
と
の
共
同
が
い

わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
尼
崎
は
地
理
学
、
自
然
科
学
的
な
地
形

環
境
分
析
を
含
め
て
、
考
古
学
に
よ
る
遺
跡
の
発
掘
成
果
に
つ

い
て
も
歴
史
的
景
観
、
歴
史
地
名
、
絵
図
を
含
む
文
献
情
報
と

具
体
的
に
突
き
合
わ
せ
て
、
研
究
成
果
を
得
る
こ
と
が
可
能
な

フ
ィ
ー
ル
ド
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
し
た
地
域
の
文

化
財
、
歴
史
遺
産
を
保
存
す
る
う
え
で
、
地
域
の
歴
史
に
対
す

る
市
民
の
関
心
・
取
り
組
み
が
実
践
さ
れ
て
き
た
地
域
で
も
あ

猪名庄遺跡を学ぶ市民の取り組み

　阪神・淡路大震災後、JR 尼崎駅北側の再開発工事現場から、古代の東大寺領荘園猪名荘の貴重な遺跡が発
掘され、大きな関心を呼びました。復興工事を優先させつつ、きちんとした発掘調査を行ない、その成果を学
んで被災地のアイデンティティ形成に役立てようと、歴史学会や住民団体の取り組みが始まりました。
　その視点は、歴史・文化をまちづくりに活かす取り組みとして、今日に至るまで継承されています。

地元住民が結成した「猪名荘遺跡を学ぶ会」によるフィール
ドワーク、鈴木景二・富山大学人文学部助教授の案内により
遺跡周辺を歩き、原地形をさぐる（平成10年3月）

歴史学会のボランティア団体・歴史資料ネットワークによ
る猪名庄遺跡発掘現場の視察見学（平成9年3月）

り
ま
す
。

　

二
つ
目
は
、
尼
崎
を
大
阪
湾
岸
・
瀬
戸
内
海
の
海
上
交
通
及

び
、
猪
名
川
水
系
・
武
庫
川
水
系
沿
い
の
海
陸
の
交
通
上
に

お
い
て
、
歴
史
的
に
と
ら
え
る
と
い
う
視
点
で
す
。
大
和
（
平

安
以
降
は
山
城
）
の
中
央
政
治
権
力
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、

同
時
に
河
内
・
北
摂
・
丹
波
・
播
磨
・
但
馬
な
ど
西
摂
周
辺
諸

地
域
と
の
広
域
的
な
交
通
の
な
か
で
、
尼
崎
の
地
域
史
が
展
開

し
て
い
る
と
の
見
方
で
す
。
尼
崎
は
、
奈
良
や
京
都
の
中
央
政

治
権
力
と
地
理
的
に
も
政
治
的
に
も
距
離
が
あ
り
な
が
ら
、
政

争
・
戦
乱
に
巻
き
込
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
尼
崎
の
地
域
史
を
理

解
す
る
こ
と
は
、
中
央
の
政
治
史
と
広
域
的
な
政
治
動
向
の
接

点
を
知
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
古
代
史
研
究
全
体
に

と
っ
て
重
要
な
意
義
が
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
地
域
は
尼
崎
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
広
域
的
な
交
通
関
係
の
な
か
で
、
中
央
の
政
治
権
力
と
関

わ
り
を
も
つ
よ
う
な
地
域
の
類
型
を
ほ
か
に
も
見
出
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
日
本
史
全
体
の
な
か
で
地
域
の
歴
史
が
持
つ
意
味
を

さ
ら
に
深
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

〔
注
〕

（
１
）『
尼
崎
志
』
第
一
～
三
篇
（
尼
崎
市
、一
九
三
〇
～
一
九
三
五
）

（
２
）
吉
田
晶
『
日
本
古
代
国
家
成
立
史
論　

国
造
制
を
中
心
と

し
て
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
三
）

（
３
）
加
藤
謙
吉
「
猪
名
県
に
関
す
る
二
、
三
の
問
題
」（
同
『
大

和
政
権
と
古
代
氏
族
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
、
初
出
は
竹

内
理
三
編『
古
代
天
皇
制
と
社
会
構
造
』校
倉
書
房
、一
九
八
〇
）

（
４
）
鷺
森
浩
幸
「
猪
名
の
王
家
所
領
と
武
庫
水
門
」（『
大
手
前

史
学
研
究
所
紀
要
』
第
二
号
、
二
〇
〇
三
・
三
）

（
５
）
古
市
晃
「
為
奈
の
王
族
と
王
宮
―
王
族
の
住
ま
う
地
域
、

尼
崎
―
」「
為
奈
と
タ
チ
バ
ナ
と
タ
ヂ
マ
モ
リ
伝
承
―
尼
崎
の

「
立
花
」
の
地
名
―
」（
と
も
に
坂
江
渉
編
『
神
戸
・
阪
神
間
の

古
代
史
』
神
戸
新
聞
総
合
出
版
セ
ン
タ
ー
、二
〇
一
一
）、同
「
六

世
紀
に
お
け
る
西
摂
・
猪
名
の
王
宮
と
そ
の
意
義
」（『
大
阪
上

町
台
地
の
総
合
的
研
究
』
大
阪
市
博
物
館
協
会
大
阪
文
化
財
研

究
所
・
大
阪
歴
史
博
物
館
、
二
〇
一
四
）

（
６
）
鷺
森
浩
幸
「
摂
津
職
河
辺
郡
猪
名
所
地
図
」（『
日
本
古
代

荘
園
図
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
六
）

（
７
）
小
山
田
宏
一
「
東
大
寺
領
猪
名
庄
の
築
堤
開
田
」（『
大
阪

府
立
狭
山
池
博
物
館
研
究
報
告
』
第
四
号
、
二
〇
〇
七
）

〔
執
筆
者
〕
高た
か
は
し橋　

明あ
き
ひ
ろ裕

尼
崎
市
立
地
域
研
究
史
料
館
紀
要
『
地
域
史
研
究
』

掲
載
尼
崎
関
係
古
代
史
論
文
・
史
料
等
一
覧

〔
論　

文
〕

古
代
に
お
け
る
猪
名
川
水
系
の
開
発
―
考
古
学
か
ら
の
考
察
―

　

村
川
行
弘　

第
一
巻
第
二
号

猪
名
県
と
為
奈
真
人　

長
山
泰
孝　

第
二
巻
第
二
号

条
理
遺
構
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て　

渡
辺
久
雄　

第
二
巻
第
三
号

長
洲
か
ら
尼
崎
ま
で
―
土
地
進
展
の
歴
史
地
理
―

　

渡
辺
久
雄　

第
四
巻
第
二
号

式
内
伊
居
太
神
社
の
所
在
地
比
定
を
め
ぐ
る
諸
問
題 

　

小
野
寺
逸
也　

第
七
巻
第
二
号

田
能
出
土
の
銅
剣
鋳
型
―
武
器
形
祭
器
の
一
編
年
基
準
― 

　

村
川
行
弘　

第
八
巻
第
二
号

源
平
争
乱
期
と
南
北
朝
期
の
戦
い
に
お
け
る
個
と
集
団
―
『
平

家
物
語
』
と
『
太
平
記
』
に
み
る
―

　

中
村
徳
雄　

第
一
八
巻
第
一
号

野
田
宮
古
墳
に
つ
い
て
―
塚
口
・
猪
名
野
古
墳
群
地
帯
で
の
新

知
見
―　

小
野
寺
逸
也　

第
二
〇
巻
第
三
号

永
観
の
東
大
寺
経
営
と
猪
名
・
長
洲
荘

　

田
中
文
英　

第
二
六
巻
第
三
号

古
代
の
猪
名
地
方
に
お
け
る
猪
名
部
と
猪
名
県

　

高
橋
明
裕　

第
二
九
巻
第
三
号

東
大
寺
領
猪
名
庄
の
位
置
と
ミ
ヤ
ケ
開
発

　

浅
岡
俊
夫　

第
三
一
巻
第
一
号

猪
名
庄
荘
図
か
ら
み
た
古
代
地
図
の
表
現
―
図
的
表
現
に
関
す

る
覚
書
―　

浅
岡
俊
夫　

第
三
一
巻
第
三
号

源
融
伝
承
考　

宮
崎
亮
太　

第
三
二
巻
第
二
号

「
大
覚
寺
縁
起
絵
巻
」
と
「
槻
峯
寺
建
立
修
行
縁
起
絵
巻
」

　

髙
岸
輝　

第
三
三
巻
第
一
号

行
基
設
置
の
楊
津
院
と
河
尻　

西
本
昌
弘　

第
三
七
巻
第
一
号

難
波
「
八
十
嶋
」
と
神
崎
川
・
猪
名
川
下
流
域

　

黒
田
慶
一　

第
一
一
一
号

『
住
吉
大
社
神
代
記
』
の
神
領
記
述
の
歴
史
性

　

高
橋
明
裕　

第
一
一
五
号　

〔
史　

料
〕

『
大
日
本
地
震
史
料
』
所
載
摂
津
関
係
記
事
抄

　

市
史
編
修
室　

第
四
巻
第
一
号

『
史
料
綜
覧
』
所
収
尼
崎
お
よ
び
近
辺
関
係
記
事
抄
（
一
）

　

地
域
研
究
史
料
館　

第
九
巻
第
一
号
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阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
発
生
と
当
初
の
対
応　
阪
神
・
淡
路

大
震
災
が
発
生
し
た
平
成
七
年
（
一
九
九
五
）
一
月
当
時
、
尼

崎
市
内
で
は
一
〇
六
個
所
の
遺
跡
が
文
化
財
保
護
法
に
よ
り
周

知
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

尼
崎
市
教
育
委
員
会
は
、
震
災
当
日
か
ら
甚
大
な
被
害
を

被
っ
た
歴
史
的
な
建
物
、
と
り
わ
け
国
や
県
・
市
指
定
の
文
化

財
建
造
物
の
被
災
状
況
把
握
と
、
そ
の
復
興
に
向
け
た
関
係
機

関
と
の
調
整
に
追
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
な
か
、
一
月
下

旬
に
は
一
〇
六
個
所
の
遺
跡
を
職
員
が
隈
な
く
め
ぐ
り
、
土
地

の
陥
没
や
崩
落
な
ど
被
害
の
有
無
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
そ

こ
に
建
つ
民
家
等
の
被
災
状
況
の
把
握
に
努
め
ま
し
た
。
そ
の

結
果
、
土
地
の
陥
没
な
ど
各
遺
跡
へ
の
直
接
的
な
被
害
は
認
め

ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
遺
跡
の
範
囲
内
に
建
つ
多
く
の
建
物

が
被
災
し
て
い
る
様
子
が
見
て
と
れ
、
か
な
り
の
数
の
建
物
の

建
て
替
え
が
予
想
さ
れ
ま
し
た
。

　

埋
蔵
文
化
財
の
取
り
扱
い
方
針　
二
月
に
入
る
と
、
激
甚
災

害
指
定
の
県
下
十
市
十
町
の
被
害
状
況
及
び
土
地
区
画
整
理
事

業
等
の
復
興
計
画
に
関
す
る
兵
庫
県
教
育
委
員
会
の
聴
き
取
り

調
査
が
あ
り
、
あ
わ
せ
て
復
興
事
業
に
お
け
る
埋
蔵
文
化
財
の

対
応
に
つ
い
て
の
意
見
交
換
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
踏

ま
え
て
、
二
月
二
三
日
、
文
化
庁
か
ら
復
旧
事
業
に
係
る
埋
蔵

文
化
財
の
当
面
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
の
通
知
が
あ
り
、
五
月

ま
で
に
着
工
さ
れ
る
一
定
の
復
旧
事
業
は
事
前
の
届
出
を
要
し

な
い
と
す
る
緩
和
措
置
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
三
月
二
九
日
、
文
化
庁
が
復
旧
・
復
興
事
業
に
と
も

な
う
埋
蔵
文
化
財
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
基
本
方
針
を
示
し
、

関
係
府
県
が
市
町
村
の
意
見
を
聴
い
て
取
り
扱
い
の
細
目
を
作

成
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
四
月
二
八
日
に
は
兵
庫
県
教
育

長
か
ら
細
目
を
定
め
た
適
用
要
領
が
示
さ
れ
、
さ
ら
に
具
体
的

な
「
取
り
扱
い
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
の
作
成
作
業
が
県
と
市
町
文
化

財
担
当
職
員
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
一
連
の
文
化
財
担
当
職
員
に
よ
る
協
議
の
過
程

で
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
当
初
は
「
埋
蔵
文

化
財
の
調
査
が
復
旧
・
復
興
の
妨
げ
に
な
る
の
で
は
な
い
か
」

「
遺
跡
の
発
掘
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
住
民
の
理

解
が
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
」「
文
化
財
担
当
職
員
も
災
害
対
応

要
員
で
あ
り
、
調
査
で
き
る
体
制
で
は
な
い
」
と
い
っ
た
意
見

も
あ
り
ま
し
た
が
、「
復
興
事
業
へ
の
影
響
を
極
力
抑
え
、
遺

跡
の
保
存
と
記
録
を
残
す
方
法
を
考
え
よ
う
」
と
い
う
こ
と
で

検
討
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
と
き
作
成
さ
れ
た
「
取
り
扱

い
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
の
考
え
方
が
、
そ
の
後
に
定
め
ら
れ
た
兵
庫

県
の
埋
蔵
文
化
財
取
扱
基
準
の
基
礎
と
な
り
、
今
日
に
生
か
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
文
化
庁
か
ら
は
、
以
下
の
三
点
セ
ッ
ト
に
よ
り
国
と

し
て
被
災
自
治
体
を
支
援
す
る
、
と
い
う
方
針
が
伝
え
ら
れ
ま

し
た
。

①
文
化
財
保
護
法
の
改
正
は
行
な
わ
な
い
が
、
被
災
地
で
の
埋

蔵
文
化
財
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
弾
力
的
な
対
応
を
行
な

う
。

②
全
国
の
都
道
府
県
、
政
令
指
定
都
市
に
埋
蔵
文
化
財
専
門
職

員
の
派
遣
を
要
請
し
、
人
的
支
援
を
行
な
う
。

③
調
査
経
費
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
国
庫
補
助
金
を
確
保

す
る
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
平
成
七
年
四
月
に
兵
庫
県
教
育
委
員
会
埋
蔵

文
化
財
調
査
事
務
所
に
復
興
班
が
組
織
さ
れ
、
兵
庫
県
教
育
委

員
会
の
職
員
に
加
え
て
六
月
以
降
は
全
国
か
ら
派
遣
さ
れ
た
埋

蔵
文
化
財
専
門
職
員
が
加
わ
り
、
各
自
治
体
が
行
な
う
発
掘
調

査
を
支
援
す
る
体
制
が
整
え
ら
れ
ま
し
た
。
全
国
か
ら
の
派
遣

専
門
職
員
は
、
平
成
七
年
度
か
ら
九
年
度
に
か
け
て
の
三
年
間

で
、
延
べ
一
二
一
人
に
及
び
ま
し
た
。

　

大
発
見
が
続
い
た
市
内
の
発
掘
調
査　
最
初
に
復
興
班
の
支

援
を
受
け
て
発
掘
調
査
に
着
手
し
た
の
は
、
尼
崎
市
で
す
。
平

成
七
年
七
月
に
開
始
し
た
道
ノ
下
遺
跡
の
発
掘
調
査
を
皮
切
り

に
、
平
成
一
〇
年
三
月
の
武む

こ
の
し
ょ
う

庫
庄
遺
跡
の
発
掘
調
査
ま
で
、
八

件
の
発
掘
調
査
に
対
し
て
延
べ
二
四
人
の
復
興
班
職
員
が
派
遣

さ
れ
、
発
掘
調
査
を
支
援
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
並
行
し

て
、
平
成
七
年
四
月
に
始
ま
る
大だ

い
も
つ物
遺
跡
の
発
掘
調
査
か
ら
平

成
一
二
年
三
月
に
終
了
す
る
栗
山
・
庄し

ょ
う
げ
が
わ

下
川
遺
跡
の
発
掘
調
査

ま
で
、
一
五
件
の
発
掘
調
査
に
つ
い
て
は
四
人
の
市
職
員
で
対

応
し
ま
し
た
。
こ
う
し
て
、平
成
一
一
年
度
ま
で
の
五
年
間
に
、

市
内
で
の
復
旧
・
復
興
事
業
に
と
も
な
う
発
掘
調
査
は
一
五
遺

跡
二
三
件
、
調
査
面
積
は
一
・
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
な
り
、
平
常

時
の
四
倍
近
い
面
積
の
調
査
が
こ
の
期
間
に
集
中
し
ま
し
た
。

ま
た
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
尼
崎
の
歴
史
に
と
っ
て
特
に
重
要
な

遺
跡
の
発
見
も
相
次
ぎ
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
大
物
遺
跡
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
、
謡
曲
「
船
弁

慶
」
の
舞
台
と
し
て
知
ら
れ
る
大
物
の
浦
の
様
相
が
は
じ
め
て

明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
白
磁
や
青
磁
な
ど
の
中
国
製
陶
磁

器
、
西
日
本
各
地
の
日
常
食
器
が
大
量
に
出
土
し
た
こ
と
で
、

一
二
、一
三
世
紀
に
は
西
日
本
各
地
か
ら
大
物
に
物
資
が
運
ば

れ
て
き
て
い
た
事
実
を
、
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
さ

ら
に
、
扁
平
な
石
の
全
面
に
法
華
経
を
細
か
な
文
字
で
墨
書
き

し
た
経き

ょ
う
せ
き石や
、
荷
札
と
見
ら
れ
る
木
簡
、
櫛
・
笄
こ
う
が
い・
扇
な
ど
の

装
身
具
、
包
丁
な
ど
の
生
活
用
具
を
は
じ
め
と
す
る
多
種
多
様

な
出
土
資
料
を
通
じ
て
、
水
運
に
よ
る
物
資
集
散
地
と
し
て
の

発
展
の
様
子
、
商
人
・
職
人
・
僧
侶
な
ど
各
種
階
層
の
人
々
が

行
き
交
い
賑
わ
っ
て
い
た
こ
と
も
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
平
成
八
年
三
月
か
ら
の
城
内
（
現
・
明
城
）
小
学
校

校
舎
建
て
替
え
に
と
も
な
う
発
掘
調
査
で
は
、
尼
崎
城
の
中
心

建
物
の
跡
が
み
つ
か
り
、
尼
崎
城
本
丸
平
面
図
（
尼
崎
市
教
育

委
員
会
所
蔵
）
に
描
か
れ
た
本
丸
御
殿
の
形
状
と
ピ
タ
リ
と
一

致
し
た
の
で
す
。
さ
ら
に
、
こ
の
発
掘
調
査
に
よ
り
、
砂さ

す州
の

上
に
築
か
れ
た
尼
崎
城
の
造
成
工
事
の
様
子
や
、
江
戸
時
代
初

頭
に
建
て
ら
れ
た
建
物
の
基
礎
工
事
の
工
法
も
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

　

続
く
平
成
八
年
五
月
か
ら
の
武
庫
庄
遺
跡
の
発
掘
調
査
で

は
、
近
畿
地
方
で
最
大
規
模
を
誇
る
弥
生
時
代
の
建
物
跡
が
み

つ
か
り
ま
し
た
。
調
査
終
了
後
、
取
り
上
げ
ら
れ
た
柱
の
根

元
部
分
を
輪
切
り
に
し
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
（
現
・
独

立
行
政
法
人
国
立
文
化
財
機
構
奈
良
文
化
財
研
究
所
）
の
光み
つ
た
に谷
拓た
く
み実

氏
に
年
輪
を
く
わ
し
く
調
べ
て
い
た
だ
い
た
結
果
、
紀
元
前

二
四
五
年
か
ら
さ
ほ
ど
下
ら
な
い
時
期
に
伐
採
さ
れ
た
ヒ
ノ
キ

を
使
っ
た
建
物
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
柱
穴

か
ら
出
土
し
た
土
器
の
年
代
が
弥
生
時
代
中
期
後
半
で
あ
っ
た

こ
と
か
ら
、
弥
生
時
代
の
実
年
代
を
考
え
る
う
え
か
ら
も
、
非

常
に
重
要
な
発
見
と
い
え
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
Ｊ
Ｒ
尼
崎
駅
北
側
の
猪い

な
の
し
ょ
う

名
庄
遺
跡
で
は
、
市
教
育

委
員
会
が
長
年
調
査
を
重
ね
、
捜
し
求
め
て
き
た
奈
良
時
代
の

柱
穴
の
一
部
を
平
成
七
年
三
月
の
試
掘
調
査
で
発
見
し
ま
し

た
。
こ
の
成
果
を
も
と
に
、
平
成
九
年
一
月
か
ら
本
格
的
な
発

掘
調
査
を
行
な
っ
た
結
果
、
計
画
的
に
配
置
さ
れ
た
奈
良
時
代

の
二
棟
の
倉
庫
跡
と
井
戸
跡
な
ど
が
確
認
さ
れ
、
天
平
勝
宝
八

年
（
七
五
六
）
に
孝
謙
天
皇
の
東
大
寺
へ
の
施せ
に
ゅ
う入
に
よ
り
成
立

し
た
東
大
寺
領
猪
名
荘
の
、
中
心
施
設
の
様
相
が
明
ら
か
に
な

り
ま
し
た
。

　

お
わ
り
に　
こ
の
よ
う
に
、
古
代
・
中
世
・
近
世
と
、
尼

崎
の
歴
史
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
遺
跡
の
発
見
が
相
次
ぎ

ま
し
た
。
平
常
時
で
あ
れ
ば
遺
跡
の
保
存
方
策
に
つ
い
て
議
論

を
重
ね
、
後
世
に
伝
え
る
方
法
も
検
討
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
遺
跡

で
あ
っ
て
も
、
住
宅
供
給
や
被
災
建
物
の
建
て
替
え
と
い
う
、

震
災
復
興
事
業
の
迅
速
な
対
応
の
ま
え
に
、
姿
を
消
し
て
い
き

ま
し
た
。
こ
の
こ
と
も
、私
た
ち
が
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
阪
神
・

淡
路
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
教
訓
と
し
て
、
後
世
に
伝
え
て
い

か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

〔
執
筆
者
〕
益ま
す
だ田　

日ひ
よ
し吉

貿易により輸入された中国製の白磁・青磁などの大物遺跡から
出土した陶磁器（尼崎市教育委員会提供写真）

迅速な復興を進めるため、被災した城内小学校校舎の解体撤
去工事と並行して進められた尼崎城本丸御殿跡の発掘調査

（現・明城小学校、尼崎市教育委員会提供写真）

猪名庄遺跡から出土した奈良時代後半の倉庫跡
（尼崎市教育委員会提供写真）

阪
神
・
淡
路
大
震
災
と

埋
蔵
文
化
財
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